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令和６年専決処分第１号 

   令和５年度銚子市一般会計補正予算（第８号）について 

 令和５年度銚子市一般会計補正予算（第８号）について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

  令和６年１月９日 

                        銚子市長 越 川 信 一   
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別 紙 

   令和５年度銚子市一般会計補正予算（第８号） 

 令和５年度銚子市の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１６，０００千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７，４２４，６８０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 
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第２表　繰越明許費補正

追加 （単位 千円）

事業名 金額

3 民生費 1 社会福祉費
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付
金事業（住民税均等割のみ課税世帯・子ども
加算分）

95,227

款 項

－4－



第３表　債務負担行為補正

変更 （単位 千円）

変更前 変更後 変更前 変更後

銚子西中学校スクールバス
運行管理業務委託

令和６年度から
令和８年度まで

令和６年度 186,000 77,880

事項

期間 限度額

－5－
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債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以降

期間 金額

77,880銚子西中学校スクールバス運行管理業務委託

事項 限度額

前年度末までの
支出（見込）額

－13－



のについての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書　　　

（単位 千円）

期間 金額 国県支出金 地方債 その他

令和6年度 77,880 23,364 54,516

左の財源内訳

特定財源
一般財源

当該年度以降の
支出予定額

－14－
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専決処分理由 

 令和５年度銚子市一般会計補正予算（第８号）については、電力・ガス・食料品等

の価格高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯に対し速やかに給付金を支給するため

歳入歳出予算の増額及び繰越明許費の追加が必要となり、また、銚子西中学校スクー

ルバス運行管理業務委託の委託料等の大幅な見直しを余儀なくされ、債務負担行為の

期間及び限度額を変更する必要が生じたもので、これらの予算措置については、地方

自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を経なければならないのでありますが、

特に緊急を要するため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をするも

のであります。 

 


